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委員長 事務局長 

分類 保存期間 文書番号   

１種 永年 １００ 

総 務 常 任 委 員 会 記 録 

日 

時 
令和４年６月１７日（金） 

開会 

閉会 

午前 ９時５７分 

午前１１時５６分 

会 

場 

総合保健福祉セ

ンター３階研修

室 

出 

席 

者 

 委 員 長 海地 雅弘    副委員長 髙橋 祐平 

 委  員 豊島美代子    委  員 柿谷  悟 

 委  員 大﨑 宏明    委  員 佐々木 學 

 委  員 松田  健    委  員 髙橋 立一 

市 

側 

出 

席 

者 

 副 市 長（ 平井 和久 ）  会計管理者兼会計課長（ 西森 茂幸 ） 

 総 務 課 長（ 梅原健一郎 ）  企画情報課長（ 宮本 良二 ） 

 プロジェクト推進室長（ 國澤  豊 ）  元気創造課長 （ 松浦 すが ） 

文化スポーツ・観光課長（ 堅田 典寿 )     人権交流センター所長（ 井上 幸一 ） 

防 災 課 長（ 久万 敏幸 ）    税 務 課 長（ 森光 和明 ） 

地域安全対策推進監（ 八木  俊之 ）    教 育 長（ 細木 忠憲 ） 

 

【事務局】局長：松浦 永治     次長 梅原 靖博 

欠 

席 

者 

 なし 

記 

録 

者 

梅原 靖博 

議    題 

（１）市議案について 

 市議案第４１号 専決処分の承認について         原案承認 

 市議案第４４号 須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する 

         条例の一部を改正する条例について    原案可決 

市議案第４６号 専決処分の承認について《分割》     原案承認 

 市議案第５１号 専決処分の承認について《分割》     原案承認 

 市議案第５３号 令和４年度須崎市一般会計補正予算（第２号）につ 

         いて《分割》              原案可決 

（２）陳情について 

 陳 情第２９号 女性トイレの維持及びその安心安全の確保について 

                             採  択 

 陳 情第３０号 国民の祝日「海の日」を７月２０日に固定化する意 

         見書の提出を求める陳情         採  択 
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 陳 情第３１号 「会計年度任用職員の処遇改善にむけた法改正と雇用安定に 

         関する意見書」採択を求める陳情     採  択 

 陳 情第３２号 「地方財政の充実・強化を求める意見書」採択を求める陳情 

                             採  択 
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総務常任委員会記録《令和 ４年 ６月１７日》 

 

○午前 ９時５７分 開議 

＊～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～＊ 

○海地委員長＝皆さん、おはようございます。 

 定刻より少し早いですが、おそろいですので、ただいまより総務委員会を開議い

たします。 

 本日は、議案の内容を鑑み、教育長にも出席いただいております。 

 なお、議事の進行に当たりましては、挙手により、委員長の許可を得てから発言

を行うようお願いいたします。また、議案の中で、反対の意見があるときは、必ず

反対の意思表明と理由を述べてから採決いたしますので、必ず反対の意思表明をお

願いいたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今議会、総務委員会に付託されました議案の審査を行います。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第４１号 専決処分の承認について 

 

○海地委員長＝市議案第４１号専決処分の承認についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。税務課長。 

○森光税務課長＝おはようございます。 

 市議案第４１号専決処分の承認についてを御説明申し上げます。 

 議案書１ページから７ページでございます。この議案は、地方税法の一部を改正

する法律などが令和４年３月３１日に公布されたことに伴い、地方自治法第１７９

条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により御

報告申し上げますとともに、御承認をお願いするものでございます。 

 ２ページが専決処分書になっております。 

 ３ページからの改正内容でございますが、改正の概要は、給与所得者及び公的年

金等受給者の扶養親族等申告書について、住宅借入金等特別税額控除の拡充、延長

について、熱損失防止改修住宅に係る特例の拡充などのほか、改正に伴う項ずれの

措置などの整理を行うものでございます。 

 それでは、条を追って御説明申し上げます。 

 議案書３ページを御覧ください。まずは、第１条の改正につきまして御説明いた

します。 

 第１８条の４の改正は、法律改正に合わせて固定資産税の証明書の交付時に所要
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の措置を行うものでございます。 

 第３３条第４項の改正は、特定配当等の所得を有する者の申告について、続く第

３３条第６項の改正は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有するものの申告に

ついて、法律改正に合わせて規定を整備するものでございます。 

 第３４条の９第１項及び同条第２項の改正は、配当割額または株式等譲渡所得割

控除について、法律改正に合わせて確定申告の記載によって行うよう、規定を整備

するものでございます。 

 第３６条の２第１項の改正は、公的年金等受給者の市民税の申告義務について、

法律改正に合わせて規定を整備し、同条第２項の改正は、施行規則の改正に伴う項

ずれを反映したものでございます。 

 ３６条の３の２の改正は、給与所得者の扶養親族等申告書について、続く第３６

条の３の３の改正は、公的年金等受給者の扶養親族申告書について、法律改正に合

わせて規定を整備するものでございます。 

 議案書４ページ上から４行目を御覧ください。第４８条第９項及び同条第１５項

の改正は、法人の市民税の申告について、法律改正に伴う項ずれを反映しての見直

しでございます。 

 第５３条の７の改正は、退職手当等の支払いに係る納入申告書の規定を整備する

ものでございます。 

 第７３条の２の改正は、固定資産税課税台帳の閲覧について、続く第７３条の３

の改正は、固定資産税課税台帳の記載事項の交付について、法律改正に合わせて所

要の措置を行うものでございます。 

 附則第７条の３の２の改正は、住宅借入金等特別税額控除について、法律改正に

合わせて、適用期限を令和２０年度分の個人の市民税及び居住年が令和７年である

ものまで延長するものでございます。 

 ４ページ１８行目から５ページ５行目までの附則第１０条の２の改正は、固定資

産税の課税標準の特例措置について、法律改正に伴う項ずれを整理し、追加される

第２５項は、貯留機能保全区域として指定された土地に係る課税標準の特例措置の

割合を定める規定でございます。 

 ５ページ、上から６行目の附則第１０条の３第９項、続く同条第１１項の改正は、

熱損失防止改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、法律改

正に合わせて見直すものでございます。 

 附則第１２条の改正は、法律改正に合わせて、商業地に係る令和４年度の固定資

産税について規定するものでございます。 

 附則第１６条の３第２項の改正は、上場株式等に係る配当所得について、法律改

正に合わせて課税方式を所得税と一致させる等、所要の措置を行うものでございま

す。 



令和 ４年度 ６月定例会 総務委員会 

 

5 

 附則第１７条の２第３項の改正は、租税特別措置法の該当条項の削除による規定

の整備でございます。 

 附則第２０条の２第４項の改正は、特例適用配当に係る所得について、申告方式

の選択に係る規定の整備でございます。 

 附則第２０条の３第４項及び第２０条の３第６項の改正は、条約適用配当に係る

所得について、申告方式の選択に係る規定の整備でございます。 

 附則第２６条は、法律改正による該当条項の削除に伴う削除でございます。 

 ５ページ、下から３行目の第２条須崎市税条例等の一部を改正する条例の一部改

正は、１条のうち須崎市税条例第３６条の３の３第１項は、公的年金等受給者の扶

養親族申告書の改正に伴う規定の整備でございます。 

 附則第２条第４項の改正は、住民税に関する事項の規定を整備するものでござい

ます。 

 なお、附則としまして、第１条で、施行期日をそれぞれ令和４年４月１日、令和

５年１月１日、令和６年１月１日のほか、関連法令の施行の日と規定し、第２条で

は、納税証明書に関する経過措置を、第３条では、市民税に関する経過措置を、第

４条では、固定資産税に関する経過措置を規定しております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認すべきもの

と決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第４４号 須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除 

に関する条例の一部を改正する条例について 

 

○海地委員長＝続きまして、市議案第４４号須崎市過疎地域指定における固定資産税

の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。税務課長。 

○森光税務課長＝市議案第４４号須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明をいたします。 

 議案書１５ページから１６ページでございます。この条例改正は、本条例中で引
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用しております租税特別措置法、同法施行令の改正により項ずれ等が生じるため、

所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容は、第２条第１項中「第１２条第３項」を「第１２条第４項」に、「第

４５条第２項」を「第４５条第３項」に、「第２８条の９第１０項」を「第２８条

の９第１０項第１号」に改めるものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしてお

ります。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○海地委員長＝説明が終わりました。これより質疑に入ります。佐々木さん。 

○佐々木委員＝基本的な質問になりますけど、過疎地域指定における固定資産税の課

税免除、これも須崎市における、例えば事例を説明していただいて、今回、条例の

一部を改正するということになっておりますが、どういったところの改正になるの

か、これをちょっと。 

○海地委員長＝税務課長。 

○森光税務課長＝この件につきましては、まずは、内容につきましては、これの基と

なっております租税特別措置法、同法施行令の法律が変わったということで、それ

に伴う項ずれで中身は変わっておりません。この基となる事例としましては、須崎

の企業が三、四社あっておりまして、その中では減免という形になっております。

以上です。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかに。ございませんか。ないようですので、採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第４６号 専決処分の承認について 

 

○海地委員長＝続きまして、市議案第４６号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。執行部の説明を求めます。総務課長。 

○梅原総務課長＝それでは、令和３年度須崎市一般会計補正予算（第１７号）につき

まして、総務課所管分の御説明をいたします。 

 別冊の補正予算書の１８ページをお願いいたします。第２款総務費第１項総務管

理費第１目一般管理費、職員研修費更正減１００万５，０００円は決算見込みによ
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るもので、主にコロナの影響により研修のための旅費が不要となったものでござい

ます。 

 続きまして、２０ページ、第４款選挙費につきましては衆議院議員選挙費更正減

１３７万９，０００円で、事業確定によるものでございます。 

 次に、３０ページ、公債費につきましては長期債償還利子及び一時借入金利子で、

１，０７０万円の更正減となっております。 

 ７ページに戻っていただきまして、第２表繰越明許費補正でございますが、第２

款総務費第１項総務管理費、市有財産管理費につきまして、庁舎内の改修に要する

経費として８８３万３，０００円を翌年度に繰り越す必要が生じましたことから、

追加補正をいたしております。 

 次に、８ページ、第４表地方債補正でございますが、災害復旧事業の限度額を５，

２８０万円から３，４４０万円、過疎対策事業の限度額を１６億４，２００万円か

ら１６億１，４００万円、一般単独事業を７３０万円減額し、限度額の総額を２２

億２，０１９万２，０００円から５，３７０万円減の２１億６，６４９万２，００

０円とするものでございます。以上でございます。 

○海地委員長＝文化スポーツ・観光課長。 

○堅田文化スポーツ・観光課長＝続きまして、文化スポーツ・観光課所管分につきま

して御説明をさせていただきます。 

 別冊補正予算書１８ページをお願いいたします。第２款総務費第１項総務管理費

第６目企画費でございます。説明欄を御覧ください。説明欄の一番下にありますが、

野外体験施設整備事業費更正減につきましては、遊具公園北側の駐車場整備のため

に要しました公有財産購入費などの確定に伴いまして、８７８万円の減額を行うも

のであります。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。第２表繰越明許費補正につきまして

御説明させていただきます。第２款総務費第１項総務管理費、野外体験施設整備事

業費１，２９３万７，０００円になりますが、コロナウイルスによる感染拡大の影

響に伴い、整備機器、設備機器の設置工事が一部遅れているものなど、繰越しを要

する必要が生じましたので、こちらに追加をするものであります。 

 以上となります。よろしくお願いします。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝それでは、プロジェクト推進室所管分について御説明

をいたします。 

 同じく別冊の補正予算書の１８ページです。第２款第１項第１目一般管理費、企

画管理費更正減８９万８，０００円につきましては、決算見込みによる旅費の減額

更正となっております。 

 次に、７ページに戻っていただきまして、第２表繰越明許費補正、第２款第１項
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総務管理費、４行目ですが、海のまちプロジェクト推進事業費３，４２０万８，０

００円につきましては、高知銀行の旧須崎支店の取得費用などについて繰越しを行

ったものです。以上でございます。 

○海地委員長＝元気創造課長。 

○松浦元気創造課長＝市議案第４６号令和４年３月補正のうち、元気創造課所管分に

ついて御説明いたします。いずれの点につきましても決算見込みに基づくものでご

ざいます。 

 別冊補正予算書の１８ページ、第２款総務費第１項総務管理費第６目企画費の説

明欄のうち、まち全域がサービスエリア構想推進事業費１００万円の減額につきま

しては、令和３年度補助金の申請がなかったため、全額を減額補正するものでござ

います。次に、すさきがすきさ応援事業費８，８４５万５，０００円の減額につき

ましては、ふるさと納税の寄附金実績に基づき、返礼品費等の精算に伴う減額でご

ざいます。また、すさきがすきさ応援基金積立金につきましては、ふるさと納税の

寄附金実績に基づき、２，８８７万３，０００円増額とするものでございます。次

に、移住促進等集落維持再生事業費１５０万円の減額につきましては、移住支援金

など、補助金交付実績に基づく更正となっております。次に、集落活動センター事

業費４９万５，０００円の減額につきましては、集落活動センターあわの備品購入

費の決算見込みに基づく更正減であります。マスコットキャラクター事業費１，５

４０万４，０００円の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り中止となりました御当地キャラ祭り実行委員会への補助金や海外出張費などの減

額更正となっております。次に、地域おこし協力隊費６３万４，０００円、また、

地域おこし協力隊活動費９２万９，０００円の減額につきましては、決算見込みに

基づく減額でございます。 

 次に、１９ページ、第１１目コミュニティ推進事業費２５０万円の減額につきま

しては、宝くじ補助金を活用するコミュニティ助成事業に関し実績がなかったため、

減額更正するものであります。 

 次に、２５ページをお願いします。第７款商工費第１項商工費第２目商工振興費

１３５万円の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により中止と

なりました魚まつりへの補助金及び商店街振興計画推進事業費補助金の決算見込み

基づく減額更正となっております。 

 次に、７ページに戻ります。第２表繰越明許費補正のうち、第２款総務費第１項

総務管理費、すさきまちなか学舎運営費２３５万円の補正につきましては、まちな

か学舎における消防設備設置に要する費用でございます。資材の調達等に時間を要

したため、令和４年度に繰り越すものでございます。 

 次に、同じく７ページ、第３表債務負担行為補正でございますが、こちらはお配

りしている正誤表を御覧ください。道の駅指定管理業務委託について債務負担行為
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を行うもので、期間は議決日から令和８年度までの指定管理期間とし、限度額を３

９２万２，０００円としようとするものであります。期間は、議決日から令和８年

度までの指定管理期間といたしております。以上です。よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝それでは、市議案第４６号専決処分の承認につきまして、企画

情報課所管分について御説明いたします。 

 別冊令和３年度須崎市補正予算書、令和４年３月補正の１８ページでございます。

第２款総務費第１項総務管理費第１目一般管理費では、個人番号カード交付関連事

業費の決算見込みによる１６４万２，０００円の増額更正で、マイナンバーカード

の交付が全国で増加したため、その人口割での負担額となっていることから、当市

におきましても増額更正となっているものでございます。 

 第６目企画費では、まず、企画費更正減として、公共交通計画策定に係る決算見

込み等により４１６万１，０００円の減額更正となっています。また、まち・ひと・

しごと創生総合戦略関連事業費につきましては、産業振興５か年プランの補助金の

決算見込みによる４０２万９，０００円の減額更正、すさきがすきさ奨学金返還支

援事業費につきましては、決算見込みによる１３５万６，０００円の減額更正、光

ファイバー網整備事業費につきましては、浦ノ内地区の光ケーブル設置に係る支柱

や支線の設置数の減少による７３０万円の減額更正となっております。 

 次に、１９ページ、まち・ひと・しごと創生推進事業基金積立金２億円は、図書

館等複合施設の建設に対して、高知信用金庫様から追加としてしていただいた寄附

金を積み立てるものでございます。 

 続きまして、７目情報管理費、更正減２４０万円につきましては、県のセキュリ

ティークラウド移行に伴う庁内のネットワークの変更作業に伴い、減額更正するも

のでございます。 

 次に、７ページに戻っていただきまして、第２表繰越明許費につきまして、第２

款総務費第１項総務管理費における企画費４６万円につきましては、翌年度、中山

間地域における公共交通手段の検討調査に係る費用として必要が生じたための繰越

しでございます。以上でございます。 

○海地委員長＝防災課長。 

○久万防災課長＝防災課です。よろしくお願いします。 

 １９ページからをお開きください。第２款総務費第１項総務管理費第１２目防災

対策費５，０７８万８，０００円の補正減につきましては、防災行政無線維持管理

費更正減４１８万円、２８０メガヘルツシステム維持管理委託開始時期が令和３年

１２月から令和４年３月までの４か月分のみの契約支払いとなったことによる不用

額であります。木造住宅耐震化促進事業費更正減１，７９２万円、耐震診断士派遣

委託料、木造住宅耐震戸別訪問事業委託料について前年度繰越分から支出したこと
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と、コロナ禍での申請件数減による負担金補助及び交付金減額であります。災害対

応給油所整備促進事業費更正減５２万円、こちらにつきましては事業完了による決

算見込みによる減額でございます。建築物耐震対策緊急促進事業費更正減２，６７

２万７，０００円、県が指定する緊急輸送道路沿道の建築物の耐震診断、耐震改修

工事に要する事業費ですが、事業者の事情により実施見送り、全額更正減となって

おります。ブロック塀等耐震対策事業費更正減１４４万１，０００円、こちらのほ

うにつきましても決算見込みによる減額であります。 

 続きまして、２７ページ、お開きください。第９款消防費第１項消防費８５７万

４，０００円の増額について、第１目常備消防費、高幡消防組合負担金更正による

９１７万４，０００円の増額でございます。 

 ２目非常備消防費、備品購入費６０万円の更正減については決算見込みによるも

のであります。以上、よろしくお願いします。 

○海地委員長＝税務課長。 

○森光税務課長＝税務課所管分について御説明申し上げます。 

 予算書の２０ページを御覧ください。第２款総務費第２項徴税費第２目賦課徴収

費は、市税及び保険料等還付金の１３２万８，０００円の更正減でございます。以

上です。 

○海地委員長＝説明が終わりました。これより質疑に入ります。大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝元気創造課長、１９ページ、コミュニティ推進事業費更正減が２

５０万です。宝くじのって言ったけど、これ全部実績がないなってた場合ですよね、

ないなることが、それは心配ないですか。例年どおり確保できるもんでしょうか、

御答弁お願いします。 

○海地委員長＝元気創造課長。 

○松浦元気創造課長＝この令和３年度の宝くじの補助金につきましては、集落活動セ

ンターあわへの補助交付分として２５０万円予定をしておりました。その分につい

て不要となったため、減額するものです。必要があれば、また補助申請があると思

います。 

○大﨑（宏）委員＝なるほど、分かりました。ありがとうございます。 

○海地委員長＝ほかにございませんか。豊島さん。 

○豊島委員＝私は、１８ページの個人番号カード交付関連事業費更正というこの金額

が、計上されてるというふうなことについて一貫して、この個人番号カードに関連

をする予算には反対をしてきておりますので、これがあるゆえにですよね、予算に

は反対をいたします。 

○海地委員長＝ほかにございませんか。髙橋さん。 

○髙橋（立）委員＝１９ページの最後の端の、防災課長にお伺いしますけれども、ブ

ロック塀等耐震対策事業費ですが、今現在ぐらいの実績っていうか、今年度どれぐ
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らいのもんですか。 

○海地委員長＝防災課長。 

○久万防災課長＝現年といいますか、令和４年度の実績ということでございますでし

ょうか。そちらのほうにつきましては、今のところ相談までにとどまっております

が、３年度の実績は、こちらのほうでお示ししてる実績につきましては、予算１０

件分に対して実績が４件となっております。 

○海地委員長＝髙橋さん。 

○髙橋（立）委員＝３年度が１０件中４件。 

○海地委員長＝防災課長。 

○久万防災課長＝さようでございます。 

○海地委員長＝ほかにございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝それでは、御異議がございますので、挙手により採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○海地委員長＝挙手多数でございます。よって、本案は、原案のとおり承認すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第５１号 専決処分の承認について 

 

○海地委員長＝続きまして、市議案第５１号専決処分の承認についてのうち、当委員

会付託分を議題といたします。執行部の説明を求めます。防災課長。 

○久万防災課長＝防災課でございます。 

 ７ページをお開きください。第９款消防費第１項消防費１６６万６，０００円の

増額補正についてであります。第１目常備消防費１００万円は、高幡消防組合にお

ける感染症対策に係る消耗品購入費であります。 

 第２目非常備消防費、需用費２万５，０００円、工事請負費６４万１，０００円

は、消防屯所等安全・安心確保事業として、市内消防団屯所及び消防コミュニティ

ー施設のトイレ洗面器に非接触型水栓取替え工事を行おうとするものであります。 

 以上、よろしくお願いします。 

○海地委員長＝文化スポーツ・観光課長。 

○堅田文化スポーツ・観光課長＝続きまして、文化スポーツ・観光課所管分につきま

して御説明をさせていただきます。 

 同じく補正予算書の６ページをお願いいたします。第２款総務費第１項総務管理
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費第６目企画費でございます。説明欄を御覧ください。地方創生臨時交付金事業費、

合宿誘致関連事業１９０万３，０００円となります。これにつきましては、コロナ

ウイルス感染拡大の影響に伴いまして、収益が減少しております宿泊事業者の支援、

活性化を目的といたしまして取り組んでおります、県外の高校、大学等のカヌー合

宿を須崎市に呼び込んで地域、経済の活性化を図ろうとするものでございます。今

回の備品購入につきましては、合宿地の練習環境をさらに充実させるため、ラット

プルダウンと言われますウエートトーイニング器具を購入させていただき、トレー

ニング器具の充実を図りたいと考えております。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。第１０款教育費第５項保健体育費第

１目保健体育総務費でございます。説明欄を御覧ください。説明欄の一番下の端に

なりますが、地方創生臨時交付金事業費、海洋スポーツ推進事業１２６万５，００

０円につきましては、体験型観光の充実を図ることによりまして交流人口を増やし、

地域経済の活性化を図ろうとするものでございます。今回の備品購入につきまして

は、ＳＵＰボード、一人乗りＳＵＰ３台、６人乗りのビッグＳＵＰ２台などを購入

させていただきまして、海洋スポーツ体験、コモド浦ノ内の充実を図りたいと考え

ております。以上となります。よろしくお願いします。 

○海地委員長＝税務課長。 

○森光税務課長＝税務課所管分について御説明をいたします。 

 予算書の６ページを御覧ください。第２款総務費第２項徴税費第１目税務総務費

は、地図情報庁内共有システム整備事業費としまして、６，５０２万４，０００円

でございます。内容といたしましては、税務課で運用しております統合型ＧＩＳシ

ステムに、庁内で保有する地図情報を搭載することにより、庁内で共有化を図るも

のでございます。委託費としましては、地番現況図の作成委託費として５，９９７

万３，０００円、使用料及び賃借料としまして、庁内で共有化するための統合型Ｇ

ＩＳシステムライセンスの増加で４０８万３，０００円、備品購入費としましては、

窓口端末備品購入費で９６万８，０００円でございます。以上です。 

○海地委員長＝説明終わりました。これより質疑に入ります。松田さん。 

○松田委員＝文化スポーツ・観光課長にお伺いいたします。 

 反対するものではありませんが、浦ノ内の合宿誘致のためのウエートトレーニン

グの機器を以前から５００万弱投資をしたものがあって、それが市民が使えない、

市民だって公民館とか公的な施設でスポーツトレーニングをしたり、健康増進のこ

とをしたいのに、あくまでも市民目線ではなくって、よそから来た人向けに投資を

どんどんする予算化に対して、市民へもちゃんと整備をした上でこういった予算を

活用していくように、本議会で反対するもんじゃありませんが、それは副市長、ぜ

ひその目線で、予算化をする上で、市民が利活用できるスポーツトレーニング器具

も設置をした上でこういった合宿の選手のためにっていうことをできないか、お伺
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いをしたいと思います。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝やはり市民の方のという目線もあろうかと思います。今、文化スポー

ツのほうでやってるのは当然ながら合宿の誘致というところもありますので、市民の

方へのやっぱり健康増進とか、そういったちょっと目的も出てくるかと思いますので、

その辺り、ちょっと目的、それから費用のこともあろうかと思いますけれども、どう

いったことでやって一番効果があるのかという辺りをちょっと検討しながらやってい

きたいと思いますので。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝ぜひそこは市民から強い要望もありますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 引き続いて、税務課長に御質問があります。このＧＩＳを活用した庁内で共有す

るシステムですけれども、庁内の利便性が高まる、あるいは市民に対するサービス

がどう向上するのか、もう少し具体的に、その端末が入ることによって、６，５０

０万円投資をして、またランニング経費もかけて、職員の利便性とか、あるいはそ

れは効率化は分かるんですが、市民に対するサービスの面でどういったメリットが

あるのか、お聞きをしたいです。 

○海地委員長＝税務課長。 

○森光税務課長＝一つに、まず、先ほど申しましたように、地番現況図の作成に当た

りまして、今、地番現況図で土地の地番を特定するのに非常に時間がかかっておる

と。この地番現況図を作成することによりまして、すぐにここの場所はどこどこの

地図だということがすぐに分かるということが一つございます。また、今後の課題

になるかと思いますが、外に出すとなりましたらといった課題があったと思います

が、例えばごみの収集ルートとか、あと一斉清掃の場所とか、あとバスの路線図と

か、そういうことを地図上に載せることによりまして、それを市民の方に見ていた

だいたら、すっと分かるものじゃないかなと思ったりしております。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝それが本年度、このシステムを導入することですぐできるのかというの

が１点目と、２点目に、例えば松田健の固定資産台帳に出ているものを図面化して、

じゃあ、配付をしてほしいという要望があったら、地図上にそういったものが、説

明ができるようなペーパー、例えば４００円なり５００円なり手数料を納めてでも、

そういったものが発行できるようなシステムなのか、お伺いをいたします。 

○海地委員長＝税務課長。 

○森光税務課長＝残念ながらそこまではまだ至っておりません。画面上でぽんと押し

て、そこで、この方の自宅の課税情報とか土地の情報とかを瞬時に分かるという状

況ではございません。 
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○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝いや、それなんですよ、今の固定資産台帳に出ている、当然課税される

ものに対して詳細が出てきて、地番があって、評価額があって、路線価があったり

と。それが一目で分かる、今もシステムがあるのに、ＧＩＳ化っていったら地図上

にそのデータが入っちゅうのがＧＩＳなわけですよね。そのメリットが全然伝わっ

てこんがですけれど。 

○海地委員長＝税務課長。 

○森光税務課長＝言われることは分かりますけれど、今のところはそこまでまだ至っ

ておりません。今後また検討する必要があるかと思いますが、現在のところはそこ

までは至っておりません。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝いや、６，５００万かけてですよ、そこまで至ってないって、ＧＩＳっ

て。森光課長らが家建てる、３０坪の建物建てるのに車も３台置きたいから８０坪

の土地を買いました、それに設計図があって、当然その建物に対して、ここで課税

がかかってきて、土地の部分についてある面積があって、どこの位置にそれがあり

ますっていうのは、スケジュール的に今厳しいって言われても、将来的にＧＩＳの

このシステムをどう活用していって、どんなふうに市民サービスにつなげていこう

っていうビジョンは今示していただいて、この投資額がそれに見合うかは判断した

いので、それは答えていただかんと予算の価値っていうのが分かりにくいんですけ

れど。 

○海地委員長＝暫時休憩いたします。 

 

午前１０時３６分 休憩 

午前１０時３９分 再開 

 

○海地委員長＝それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。総務課長。 

○梅原総務課長＝それでは、少し財源の部分の説明をさせていただきたいと思います。 

 まずＧＩＳのシステム導入につきましては、県内市町村でもかなり遅れてまして、

近隣でも入ってないのは須崎市だけという状況で早く導入したかったところですが、

これまでは財源がなかなかなかったという中で、今回、デジタル田園都市構想の交

付金を採択いただくことになりました。これで２分の１が手当てされることと、そ

の補助裏として一般財源分ですね、これには新型コロナ交付金も充てれるというこ

とです。これにつきましては、対面によるお客様との接触機会を減らすということ

が理由になりまして、これまで１時間とか１時間半かかって現況を説明していたも

のを、瞬時に５分程度でお客様に紹介できるというようなこともありまして、まず

は導入させていただくということと、今後、庁内での共有につきましては、建設課
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の道路台帳でありましたり、下水道でありましたり、それから総務課の公有財産の

位置図であります。そういったところをうまく活用して、ＧＩＳとしての機能とい

いますか、使い方のレベルを徐々に上げていきたいということですが、今回につき

ましては何とか導入の初期部分だけお願いしたいということでございますので、御

理解いただきたいと。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかに。豊島さん。 

○豊島委員＝ほかにではありませんが、私も本当に松田さんと同じ、２つの項目につ

いて、同じ思いで最初に手を挙げたわけなんですけれども、カヌーの合宿用のトレ

ーニング機器の導入について、私も一般質問でも触れましたように、どこか市民が

日常的に使えるものがあって、それでプラスアルファでこういった合宿誘致用の充

実を図っていくっていうふうなことならば、非常に歓迎をするものなんですね。で

も、市民の要望っていうものは本当に高い、長年ある、そういう中で全く整備の方

針も示されていない。それやのに、一方においては合宿じゃあ、観光交流人口の拡

大やいうような設備のほうに行くというふうなことで、本当に本当に市民をもうち

ょっと、何とかね、大事にしてよみたいなね。市民の声です、これ。そういう思い

がいたします。本当にこの予算に反対するものではありませんけれども、ぜひそこ

を、松田さんも言われて、副市長に対してもそういう質問も、御意見もされました

ので、本当に同様ですということをお伝えをしたいです。 

 それと下のシステム整備事業につきましても、今、同じ疑問を抱いていましたけ

れども、今、詳細が分かりました。それで１点だけ質問ですけれども、これを導入

することによって、維持管理費というものがどの程度経費として増額をするように

なるんでしょう。 

○海地委員長＝暫時の間、休憩いたします。 

 

午前１０時４３分 休憩 

午前１０時４４分 再開 

 

○海地委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。総務課長。 

○梅原総務課長＝正確な数字ではございませんけども、ランニングコストとして、ラ

イセンス使用にかかるお金が７０万から８０万円程度、年間で必要やというふうに

聞いております。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにございませんか。ないようですので、採決を

いたします。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認すべきも
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のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第５３号 令和４年度須崎市一般会計補正予算（第２号）につ 

いて 

 

○海地委員長＝続きまして、市議案第５３号令和４年度須崎市一般会計補正予算（第

２号）についてのうち、当委員会付託分についてを議題といたします。執行部の説

明を求めます。総務課長。 

○梅原総務課長＝それでは、市議案第５３号令和４年度須崎市一般会計補正予算（第

２号）につきまして、総務課所管分の御説明をいたします。 

 別冊補正予算書の４ページをお願いいたします。第３表地方債補正でございます

が、過疎対策事業を９，９３０万円増額の１０億１，７１０万円とし、総額で１３

億１，１４０万円に変更しようとするものでございます。以上でございます。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝市議案第５３号令和４年度須崎市一般会計補正予算（第２号）

につきまして、企画情報課所管分について御説明いたします。 

 別冊令和４年度須崎市補正予算書の９ページでございます。第２款総務費第１項

総務管理費第６目企画費の企画費更正９０万円につきましては、桐間温泉のポンプ

設備が故障し、現在くみ上げできないことから、モーターの取替え、配管の洗浄な

どをはじめとするポンプ修繕に係る経費分の増額更正でございます。以上でござい

ます。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝それでは、プロジェクト推進室所管分について御説明

をいたします。 

 同じく別冊補正予算書の９ページでございます。第２款第１項第６目企画費、高

知大学地域連携推進事業費２，０００万円ですが、高知大学とはこれまでも多くの

連携した取り組みを行っておりますが、高知大学は創立７５周年を迎えるに当たっ

て、さらに連携を強化した取り組みを行うものであります。 

 一つは、保小連携事業といたしまして、須崎保育園、須崎小学校をモデル校とし

て、じぶんがすきさ子ども育成事業を実施いたします。内容は、子供たちがお絵描

きや折り紙などのアートに自由に触れ、その中で、楽しさや発見を感じる中で自信

や学ぶ意欲の土台を培うとともに、保育士や教員が幼児期の非認知能力を伸ばす方

法を学ぶことなどを目的に、花まる学習会のＡｔｅｌｉｅｒ ｆｏｒ ＫＩＤｓと

いうプログラムで３７２万６，０００円、教材費用に３０万円、また、てくテック
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すさきなどで御協力いただいている大学生の須崎での環境整備などの費用に３９７

万４，０００円、また、社会へ出た後に再び学ぶリカレント教育の推進、また、い

ろいろな講座の開催などの事業への補助事業費１，２００万円となっております。

これらの連携事業は、官学連携による取り組みに共感や賛同いただける企業の皆様

からの企業版ふるさと納税の活用を予定しておりますので、寄附の状況によっては

事業規模が変わる場合がございます。 

 次に、海のまちプロジェクト推進事業費更正１億８５０万８，０００円は、推進

協議会への補助事業となります。４月に取得いたしました高知銀行旧須崎支店の大

漁食堂、仮称でございますが、改修費用に１億円、ＪＲ海のまち須崎駅のトイレを

温水洗浄機能つきの洋式化への改修に２６８万円、高知大学の教員と学生による須

崎総合高校の授業支援として１５２万３，０００円、市外から浦ノ内マリンパーク

へ訪れる方の高速道路出口付近への案内看板設置などの費用に４００万円で、合計

１億８５０万８，０００円となっております。その中で一つ、浜町にあります旧錦

湯の土地建物の取得に向けた不動産鑑定で、委託料として３０万５０００円となっ

ています。以上です。 

○海地委員長＝元気創造課長。 

○松浦元気創造課長＝同じく令和４年度６月補正のうち、元気創造課所管分について

御説明いたします。 

 別冊補正予算書の１０ページをお願いします。第７款商工費第１項商工費第２目

商工振興費、マイナポイントによる消費活性化事業費３４２万２，０００円の補助

につきましては、マイナンバーカードを取得した方が申込みを行うマイナポイント

の付与申請に係る支援を実施するものでございます。内訳といたしましては、広報

チラシの印刷等の費用、消耗品費として需用費３１万９，０００円、広報の折り込

みに要する費用として役務費４万円、市民課の近くに派遣職員を配置し、申請窓口

を設け、マイナポイント付与に対し相談支援を行うための委託料２６８万９，００

０円、申請に必要なパソコンのリース費用に使用料及び賃借料として３７万４，０

００円となっております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明終わりました。これより質疑に入ります。大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝９ページの企画費です。先ほど海のまちプロジェクト推進事業費

の更正、説明ありましたけど、錦湯ですよね。どうです、それは調査するっていう

ことは、やっぱり取得に向けた調査ですか、一般質問等でもあったと思うけど、説

明が。再度、ここで、目的ですよね。本当に必要かどうか、ちょっとお聞かせくだ

さい。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝錦湯につきましては、これまでも、街角ギャラリーの

現代地方譚などで会場としてお借りして使用してきました。歴史ある貴重な造りか
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ら、アートの展示場としての好評もいただいておりますので、今後も海のまちプロ

ジェクトと連携して、縁日商店街とか位置づけたところと関連して、活用を行って

いきたいということで取得に向けた鑑定をしたいと考えております。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝僕、その芸術のこといまいちぴんときませんけど、言うたら、も

う今ある分で十分ではないでしょうかね。どうでしょう、これはまた必要かどうか

と。今まで僕も、海のまちプロジェクトにはそんなに無理に反対もせずに、行政の

皆さんのすばらしいアイデアを、そして協力することのアイデアをと思って賛成も

してきましたけど、ここまで来たら、もうあこもここもになってくるわけよね、今。

ほら、ここも、ほら、あそこも欲しいと。どっかで大概ラインを引かんとよね、ど

っかで思うがですよ。だから、もう言うたら、どれぐらい価値があるか分かりませ

んけど、もうちょっとその辺を行政も慎重に。だから、常にアートを見て、常時そ

の市民が集まりたいかどうかどうかという、やっぱり需要ですよね、どれぐらい来

ゆうかという。僕ら、全くその辺がちょっとぴんとこんもんで、芸術的なもんがね。

その辺の市民との温度差が結構あるんですよ、うん。また要るがかやとズバリ言わ

れました。そういうこと考えてのことですけど、予算の関係もあります。ほかの分

も含んでますので、なかなかいちがいに反対もできんもんのその辺、一つくぎ刺し

て、意見として言うときたいですけど、それに対しての御答弁お願いします。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝鑑定をしてその費用も一つ、取得に向けた検討の材料

となるわけですが、今後、さらにアートの活用だけでなく、市民が受益を感じるよ

うな、そういった活用の方法も併せて検討していきたいと思います。以上です。 

○海地委員長＝よろしいですか。 

○大﨑（宏）委員＝はい。 

○海地委員長＝ほかに。松田さん。 

○松田委員＝すみません、プロジェクト推進室長。大漁食堂のことなんですけれど、

一般質問で海地さんがされてて、１０月のオープンを目指すということで、もう     

スケジュール感もスピード感持ってやられるということを市長から答弁があったが

ですけれども、先ほど、室長も言われたように、今、空調機から始まって、いろん

なものが全部、３か月ぐらいで設備が順調になかなか今、発注しても整うような状

況でもないんですけれど、１０月オープンを目指すということだったので、遅れこ

むことは想定された中で理解をしちゅうがですけれど、その急ぐ理由。当然ここで

飲食店もしくは物販店、買物難民向けのとさっ子広場のようなイメージをだんだん

この間から、ミニひろめ市場構想みたいなものから少し変わってきたなっていうの

は、お話の中で感じるところですけれど、その急ぐ理由がなければですよ、高知銀

行、はい、跡地を利用しましょうって、しっかりと市場を見据えてマーケティング
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もしっかりした中で、この１億円の投資がどうやって市民に有効にリターンされる

のかっていうところを、もう少し時間かけて我々も、説明も聞きたいなと。デザイ

ン部分見ても、座席数見ても、１００席ぐらいの飲食店のような配置になっている。

それを見て飲食店じゃありません、物販が中心ですみたいなことを説明されても、

少し理解が苦しくて、スケジュール感のことでもう少し吟味していくからっていう

ことがあるのであれば、ちょっとお話しいただきたいと思います。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝この１億円という費用をかけて１０月のオープンを目

指すということで、質問等の御答弁申し上げました。先日、昨日ですけれど、高知

信用金庫様と関係者の方々で、この食堂のオープンに向けたキックオフミーティン

グを開始しまして、いろいろ１０月のオープンを目指してすることがたくさんある

中で分科会をして、スピード上げてやっていこうということを確認はしました。そ

の中で、言われたように最初の座席のイメージ図は本当に当初のラフ画     

ですので、あくまで確定したものではございません。それからスケジュール感につ

いても、本当に急ぐ、急がんといかんわけで、その中で今回のこのプロジェクトの

推進の事業については、信用金庫様はじめ、ばんばん伴走をしていただいていると、

協議会の実施になりますので、そこで民間の方のお力もお借りしながら、アピール

してやっていこうということでございます。設備の間に合うかとかいうことも含め

て、スピード感を持って対応していきたいと。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝スピード感を持って対応していただくことは十分、それは理解をしてい

ます。でも、現実に運営者も決まっていない。運営者が例えば冷蔵庫１個、今台下     

冷蔵庫、冷凍、厨房関係のものを頼んだとしてもですよ、数か月で来るような業者

いませんよ、今。そういったことも踏まえて、本気で集客のある、よそから来てい

ただく施設とするということで、市民向けの施設じゃないということであればです

よ、僕らとしたらすごく衝撃的な企画運営案っていうのを期待しちゅうわけですよ。

言っちゃ、旧市街地で本当に今まで昭和の時代は栄えた商店街が、銀行さんもどん

どん出ていき、経済変わっていく中で、あと１０年後、２０年後見据えたって人口

は増えるいうことがあり得ません。そん中に、人口増やすためのプロジェクトと位

置づけての海のまちプロジェクトというところで、すごく斬新な、誰もが思いつか

んような企画が出てくるっていうことを期待しちゅうがですよ。だったら、時間、

慌てる必要ないと思うがですけど、その点に、急いでやるじゃなくて、何で必要な

のかをお答えいただきたいです。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝これですね、事業自体、協議会の実施で、地域も一緒

になって取り組んでいただいてる中で、１０月の末オープン目指すということで、
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１１月に、また今回の事業とは別の海のまちプロジェクトの取り組みの一つとして、

縁日商店街のマルシェとかいろいろ、アニメ関係の部分も含めて考えております。

その中で一緒に相乗効果を出すように、１０月末オープンを目指しておりますけれ

ど、そこが松田委員言われるようにいろんな設備でありますとかデザイン関係も含

めて、運営母体も含めて考えていく中で後ろのほうへずれることはありますけれど

も、一旦その目標として１０月末を目指してやっていこうという昨日キックオフを

しましたので、またいろいろ御意見をお伺いしながら取り組んでいきたいと思いま

すので、御理解のほうをお願いしたいと思います。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝応援する側として、もうやっぱり期待することが多いだけに、これだけ

の１億かけてあったら、もうびっくりするような空間をつくられたりとかサービス

が提供されるような施設として協議会のほうで十分議論して、副市長も総務課長も

おられるんで、その中でやっぱり人がそこにはキーワードだと思うんですよ。プロ

ジェクト推進室だけの、あの６名スタッフで今、何もかもやって不十分な対応で、

やっつけ仕事として、もうスケジュールがなかった、こんなものしかできませんで

したで、過去形で報告されても、非常にそれは市民として、みんなが納得し得ない

ものであっても間に合わんわけですよね。やっぱりそこに対しては、しっかりと、

こういう経緯があってこういうものにやりましたとか、もう期待するところはアニ

メ化であったら、あそこはもうアニメーションマッピングでずらっと空間があって、

子供たちも常に、家帰るより、そんなところへ行きたいみたいなぐらいのもんだっ

たらすごく分かりやすいんですけど、そういった構想をまず示していただきたいで

す、こんだけの投資をするんであったら。 

 ぜひそこら辺は報告をいただきたいし、期待した構想を、臨時議会を開いてでも

いいので、聞かせてもらわんと、須崎旧市街特にいっぱい投資をしてきています、

今、須崎の旧市街地に。でも、人口減に歯止めもかからんどころか、おおって思う

サービスがあるわけでもなく、聞かれるのは、またやるのに何ていうところなので、

我々も説明を市民に向けてしたい上は、どういうものかはぜひ御検討いただくよう     

これは副市長お願いします。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝市長も本会議の答弁しましたとおり、これ、企画と設計のほうはもう

スピード感を持ってやっているという状況でございます。予算はこういった形で御

説明、今回計上させていただいておるんですけども、例えば庁内での検討も、プロ

ジェクト推進室だけではなくて、庁内でもほかの課のメンバーも厳選しまして、海

のまちプロジェクト用の庁内の横断的な組織体制を取って検討もしておりますので、

しっかりやっていくと。 

 それからあと、今おっしゃった資材の話はどうしてもあるんですけれども、その
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資材で遅れるということで全体のスケジュールを延ばすということではなくて、そ

れぞれ効果を早く出すためにまずどうしていくか。それにひょっとしたら資材の調

達なんかが遅れる場合があるかもしれませんけれども、基本的にはそうした形で

我々としては進めていきたい。先日も申し上げたとおり、市長のほうからも、企画

が出来上がった段階では丁寧な説明を、地元のほうにも当然ながらさせていただき

たいということで進めておりますので、今、委員おっしゃられたようなところもし

っかり肝に銘じて、企画も練って、できたらきちんとそれも説明して、御理解を賜

るようにしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○松田委員＝ぜひ市民もびっくりするような企画をお願いいたします。 

○海地委員長＝ほかに。豊島さん。 

○豊島委員＝私も海のまちプロジェクトのことですけれども、大﨑宏明委員が言われ

たように、錦湯もね、本当にそれが必要なのか、これで終わるかっていうふうなこ

となんかがね、今は明確になってないような気がするのですよ。もう少し別のとこ

ろも含めて、こういった形で展開をしていくのではないかなと。つまり、具体的に

言うたら、錦湯で止まらずにまだ何かを、西町のほうまで行くということになって

たと思うので、何かを計画するようなことになってくるのではないかなと思うので

すけれども、そこは本当にどうなっていますでしょうかね。もうこれで終わりか、

まだ次あるのか。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝海のまちプロジェクトでいろいろな取り組みを考えて

いく中で、今回、錦湯の、皆さん、あれおっしゃっていただいておりますけれど、

現在のところ、新たに財産の取得を考えているものはありません。おっしゃられる

ように、これで終わりなのか、また次があるのかいうのはまだ定かでは、現時点で

は考えておりませんけれど、そこはもうこれで終わりと言い切れるものでもありま

せん。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝確かに、今、室長が言ったとおりこれでどうかというところはあるん

ですけれど、投資でございますので、やっぱり今、効果がどう出ているかっていう

ところをまず考えながら、事業を考えていくというところ。それから、それで見合

う財源ですよね、どうやって確保できるか、有利なものがあるか、もしくは今回み

たいに御寄附をいただくということもあろうかと思います。なので、やっぱり投資

をした上で出てくる効果ですね、それと、それに見合うようなプロジェクトになっ

たときに、それに財源があるかどうかっていう辺りを、こちらも御説明もしっかり

させていただいて、委員の皆様にも御判断も賜ってということで進めさせていただ

きたいと思っております。今の段階で、室長が申し上げたとおり、今考えているも

のとしてはここまでと、区切りではございますけれども、分からないという意味で
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はなくて、今後もより効果のあるものをしっかり財源の程度も考えながら、こちら

も検討して御説明をしていきたいと、そういう考え方でございます。 

○海地委員長＝よろしいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝そういう形でですよね、いろんなこと今までやってきたわけですよ、松

田委員が今言われたように。これもやり、あれもやり、これもやりということでや

ってきたがですよね。そこで終わるかなと思ったら、高知銀行の旧須崎支店跡と、

ここにまたこう来たわけですよね。そこで終わるかと思ったら、また錦湯とこう来

たわけですよね。本当にいろんな地域を活性化させるということはとても重要なこ

ととは思います。思いますけれども、やっぱり一番最初始まった三浦邸、今の街角

ギャラリーのあれが一番最初だったのですけれども、あれからもう大分年数がたち

ました。１０年はたったんじゃないかなと思うんですけど、笹岡市長がおいでると

きぐらいですか。だから、それでこう、まちの変化っていうかね、それをもうちょ

っと期待してるんですよ、私たちも期待してるんですけれども。結果としては、全

国的にもですけれども、人口がどうしても減っていくと。それで、物の、公共施設

というものは、やっぱりそこら辺に市民がいて、生活していて、それでここに何か

があったら市民も利用するっていうふうな形じゃないと、本当に住んで、住んでる

人が随分と減ってきた中で、そこに周りから来ていただくっていうふうなこと、も

ちろんそれも大事なんですけれども、そもそもそこに無理があるというのが率直な

感想ですよね。私だけじゃなく、本当に多くの議員がそんなふうな感想持ってると

思うのですよね。でも、市長は集中投資と、集中的な投資をするということで、地

域も含めて集中的にやっていくわけでして、そりゃ、市長の本心でやってはいるけ

れども、そういう意味では本当にそこら辺が心配でございます。 

 もう一つは、高知銀行の後のことで、大漁食堂のことなんですけれども、結果的

に、ここに施設整備をしてスタートしたと。今、一般質問でありましたように、採

算が取れるかどうかっていうふうなことなんかについても、本当にそこ心配だと思

うのですよ。採算が取れなかったらその分はどうするのと、指定管理料で補てんし

ていくのかとかね。そんなことなんかについてもまだ詳しい説明がなかったように

思うのですけれども、それらは、この施設整備については、ありがたいことに、そ

りゃ、高知信金さんから御寄附いただいたものが充てられるわけなんですけども、

後々についてですよね。それは一般財源のほうから手当てをせざるを得ないという

ようなことになるのではないかなというふうに私は思うのですけれども、そこら辺

についてはどんなふうにお考えでしょう、プロジェクト推進室長。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝食堂の内容とか運営のこととか、まだ決まっていない

状況の中で、後年度の市からの補てんのこと、一つの御意見としていただいており

ますが。市が直接運営することはなかなか考えにくいところですが、一定、人件費
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等も含めて、そういった場合も出てこようかとは思いますけれども、一つは地域で、

例えば高齢者のお弁当とか子ども食堂的なものとか、またいろいろな案が出ており

ます。その中で、民業を圧迫しない程度で運営を考えておりますので、そこで、そ

この法人がどんどんどんどん繁盛していくようなイメージは持ってないところなん

です。そういったところの中で、観光の拠点になるようなところを目指しておりま

すので、いろいろとお決まり次第、また皆さんにも御説明もご報告も申し上げて、

一緒になって取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝私、とてもこれを総務委員会で、そんな不透明な中で予算が計上されて

いるからっていって、そのまま通していいのかなっていうのはすっごい今、心配に

なります。今、松田委員も臨時議会開いてでもみたいな言葉も発せられたけれども、

この部分だけについてですよね。本当に私、それぐらいの慎重な審議っていうのが

必要じゃないかなというふうに思います。例えば、さっき言われたですよね、繁盛

するイメージは持っていないと。繁盛するイメージを持っていなかったら、じゃあ、

年々、維持費はどれぐらいかかるのか、その財源は何なのかっていうことについて、

まだ示されていない中でですよね、予算を通すこと自体がおかしいじゃないでしょ

うか。委員長に言わないかんけど、これは、ほかの委員の皆さん方の意見も大事に

はなってくるけど、この部分だけでも。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝すごくこういった取り組みをしていただくことは大歓迎でありますし、

賛同するものではもちろんあります。やっぱりそこも議論のプロセスであったりと

か方向性。僕は感じるのが、須崎の旧市街地にやっぱりよそから来てもらいたいと

なったら、車で来る人は１００人中、僕は９８人だと思ってます。あと２人はＪＲ

だったり、何らかバイクだったりするかもしれません。じゃあ、車で来たときに駐

車場の確保の計画とかも示していただきたい。川端シンボルロード、景観の意味で

もあるかもしれません。花壇も、例えば潰して駐車場にしますと。シンボルロード

へ行ったら、常に中土佐町の大正市場のところ行くように、浜へ止めたらいつでも

置けれるよっていう認識ができてくると思うんです。須崎のまちへ行ったら、あの

シンボルロード、駐車場、無料駐車場のエリアだよと言ったら、ああ大漁食堂行っ

てみようとか魚市場へちょっと見学行ってみようとか、その無料の市民の、市民っ

ていうか、来場した方々に分かりやすいところに駐車場を確保する。そういったこ

と、まず駐車場の計画と、こういった、よそから集客しようとする場合の計画を両

輪で示していただくことが、予算も、ああ、なるほどね、確かに内容は、運営者も

決まってなければ、中身がまだまだっていって予算だけ通すのは計画の第一歩やと

分かります。それはもちろん理解するところなので、計上してきてもらって賛同し

ます。 
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 ただ、そこの中身をもう少し、大事な部分を説明いただけるような構想を、例え

ば駐車場に関してはもう１０か所ぐらいの空き地を全部借り上げるつもりなんだと

か。それで、ほんなら、５０台ぐらい確保できるので、まちまち、それぞれやって

いこうとか、これはもう錦湯の部分に関しても、非常に須崎遺産として価値がある

ので、それは残す前提で調査をするんだという言葉があって、鑑定するのはすごく

分かるんですけれど、アーティスト面で利活用しようとする姿勢があってやき、も

っと言ってもらったほうが分かりやすいですよ、そんな遠慮せずに。 

 元に戻りますけれど、その総合的なビジョン。当然、立地適正化計画の下に旧市

街地全体の、以前の江戸時代にどんどん通ってた路面に、白壁なんか、黒壁なんか、

まだまだ未定って言いよったけど、そういった統一感のあるまち歩きができるよう

な町並みを再生しようとする方向性は分かります、理解します。ただ、豊後高田を

目指すもんか、滋賀県の大津目指すのか。それはアニメーションで新しい何かを僕

ら期待するところは、世界に打って出るなり、世界中の人が来るような、そんなこ

とを、信金さんとプロジェクト、海のまちプロジェクトやりゆうがやき、新しい、

全く想像せんようなアイデアと企画が出てくると思いゆうので、こういった投資額

は全然投資として承認する部分です。そこで室長、ぜひもう少し踏み込んだところ

の構想らも示してもらいたい、そりゃ、実現がせんかったら、いや、地権者の反対

でとか市民から反対があるのでできなかったでええけど、駐車場の確保の構想ぐら

い、５０台、１００台、どこで、旧市街地で確保するのか。まず、高陵病院だって

駐車場探して探して苦労してますよ、先どっちかいったら、僕ら議員から言わせて

もらったら、あれだけの雇用を生んでもらってる高陵病院さんに向けてのまず、市

の行政の協力があって、駐車場確保してあげて、あの病院が成り立つ経営をサポー

トするなんていうのは、僕らはありがたい行政の示すサービスだと思いますし、そ

ういったことも含めて、車社会ですので、その駐車場をまずどうするのかはちょっ

と示してもらいたいです。 

○海地委員長＝暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１７分 休憩 

午前１１時２６分 再開 

 

○海地委員長＝それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝現在、協議会で近隣に、２か所ほど駐車場の確保を目

指していろいろ考えておりますので、また決まり次第、御報告を申し上げたいと思

います。 

○海地委員長＝よろしいですか。大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝副市長、だんだんと意見もありました。今回、委員会としての予
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算の採決もあろうかと思いますが、常時やっぱり我々にも、これから先、協議に入

っていくと思いますけど、やはり常時、議員協議会を要請してですよね、随時、状

況の報告、それをやっぱり我々議会のほうに求めますけど、その辺はどう約束でき

ますかね。それによって我々もこの予算の関係もありますので、どうでしょうか。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝先ほども申し上げたとおり、本当スピード感を持ってやりたいという

ところが我々の思いですし、説明責任もしっかり果たしたいというのもあります。

企画、設計、それから先ほどの松田委員からのお話あった駐車場とか、いろんな要

素も検討していかないといけませんので、しっかりとそちらも準備させていただい

て、その都度その都度御説明をさせていただいて、御理解を賜った上で事業も進め

ていきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

○海地委員長＝よろしいですか。大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝委員長、またこの予算に対してですよね、我々委員会としての意

見として常時情報の共有のことを全協の要請かけること、執行部は。そのことにつ

いて一つ文言入れていただいての、それでします。そんな感じですみませんけれど、

僕はそういう意見でお願いします。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝せっかく教育長、会議に参加してくださっています。教育長にもお聞き

をしたいと思いますが、高知大学、地域連携推進事業のことですが、花まる学習会

をするということですが、それはどういうふうな形、内容なのかと。まあまあ、一

般質問でもやり取りもありましたし、室長の提案説明でもありましたが、私が思う

のには、教育の直接この予算を使って花まる教育を進めておられる方も直接、須崎

小学校、須崎保育園でやられるのか、その高知大学との連携っていうことでですよ

ね、ちょっとその関係性といいましょうか、そこを何かもうちょっと花まる学習会

の中身と、そういった関係性について詳細をお聞きします。 

○海地委員長＝教育長。 

○細木教育長＝少し長くなりますけど、今、市教委、市教委だけじゃございません、

市長も含めてですね、急速に変化し、答えのない社会の中を生きていく力を子供た

ちに育成するために、幼児期から令和時代に求められるプログラミング的思考力の

育成でございますとか、英語を通じた国際性の育成でありますとか、それと今回、

予算化をお願いしております非認知能力の育成につながる花まる学習会のＡｔｅｌ

ｉｅｒ ｆｏｒ ＫＩＤｓというプログラムを取り組んでいきたいというふうに考

えております。この非認知能力を幼少期から培うことによりまして、生きる力の基

盤となります忍耐力でありますとか、やる気でありますとか、好奇心とか、それか

ら自制心とか、いわゆる総合的な自尊感情の育成ということを行っていきたいとい

うふうに思っております。 
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 この花まる学習会のＡｔｅｌｉｅｒ ｆｏｒ ＫＩＤｓというのは、子供たちに

創作活動をさせることによって、そういう感性でございますとか主体性でございま

すとか、表現力や創造力を培っていくっていうものでございまして、今回、先ほど

御指摘がございましたけど、これを実践していただいております指導者の方と高知

大学の教員、学生が協力をいたしまして、当面は運営スタッフ、サポートとして学

生や教員が関わることによりまして、実施をしていきたいというふうに考えており

ます。大学といたしましては、この実践を通じて、いわゆる数値化されにくい子供

たちの非認知能力の育成というものにどのような効果が出てくるのか、そうしたこ

との研究を通じて、成果を市内の子供たちに広く還元できるような取り組みにして

まいりたいというふうに考えております。 

 そのようなことで、高知大学と実践しながら、例えば保育士とか小学校の教員と

かが誰でもできるように、実施方法の体系化でありますとか普及促進、あるいはよ

り効果的な実践方法のさらなる改良でございますとか、そうしたこと、もろもろを

通じまして、成果を共有していきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝今回この予算が組まれておって３７２万円ということなんでしょうか、

この部分については。 

それで今年この予算がついた、そして須崎保育園と須崎小学校の子供たちを対象

にやってみるというふうなことなんですけれども、じゃあ、来年度も同じぐらいの

予算をつけて別の学校へ行くと、保育園も含めて、そういうふうな今後の展開とい

いましょうか、いろんな物事は公平でなければならないと、特に教育なんかに関し

ては、そういうような原則があるわけで、そんなふうな観点からはどういうふうに、

今後ですね、展開をされていく予定でしょうか。 

○海地委員長＝教育長。 

○細木教育長＝今回、須崎小学校と須崎保育園で試験的に実施をし、その成果と申し

ますか、そういうものを検証しながら今後どのように広げていくのか、単年度で終

わるというものではございませんので、もちろん保育士の方々あるいは教員の方々

がそういう指導方法をきちんと身につけていただければ、今後、引き続いて各学校、

保育園において実践していけるわけですけども、そこへ行くためには一定程度そう

いう御指導を受けながら取り組んでいく必要があるだろうということでございます

し、広げ方についても、この成果を見ながら今後検討してまいりたいということで

ございまして、予算が許せば、次年度以降、順次拡大をしていきたいというふうに

は思っております。 

○海地委員長＝よろしいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝若干、これを取り入れている保育園の、ある自治体の保育園の園長先生
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にちょっとお聞きをしてみたのですね。これを取り入れているというところなんで

す。保育園っていうのは基本的にこういう活動を日頃からやっていますよねという

ふうにも言われたことですけど、小学校なんかについては、こういう新しい形での

支援体制っていうか、指導体制っていうか、そういうものが必要なのかも分からな

いんですけれども、私は、どちらかというとですよね、本当にそれも保育士と先生

が学ぶ、そして、それなりの教育を受けてきた皆さん方、プロですから、それにプ

ラスアルファとしてですよね、学ぶ機会になって実践に移っていくというふうなこ

とになっていくのかなというふうにも思うところなんですけれども、そういうふう

なイメージと捉えてよろしいでしょうか。 

○海地委員長＝教育長。 

○細木教育長＝ええ、そのとおりでございまして、最終的には各園の保育士さんでご

ざいますとか小学校のですね、特に低学年を中心とした教員の方々が自らこういう

取り組みを実践していただけるように、そのスキルを培っていきたいというふうに

思っております。 

○海地委員長＝よろしいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝そのことは分かりました。 

 あと一つだけ、リカレント教育に１，２００万円の予算をというふうなことで内

訳を説明をされたようにも思いますけれども、これは具体的にどんなふうにお考え

でしょうか。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝高知大学と連携事業を取り組む中で、高知大学７５周

年ということで、一旦、社会へ出て学び直すという、一般質問の市長答弁にもあり

ましたけれども、県民が皆、高知大学生って高知大学は提唱しているもので、地域

にいながらも再び学びの場を提供すると、いろんな中で、須崎市のほうで例えばＡ

Ｉでありますとか、いろんなことを須崎市で、シンポジウムも開いてくれるとか、

そういう取り組みです。これ補助事業になりますので、事業規模はまだ高知大学さ

んから詳細もらっておりませんけれども、そういったことでオンライン、それから

リアルの出席も含めて、そういった場を提供してくれるということに対する補助事

業となっております。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝あと１点ですけれども、須崎総合高校への支援として１５２万円という

説明があったように思いますけど、これは具体的にどういうことでしょうか。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝須崎総合高校の１年生が、探求という授業の中で地域

に出て、その地域の取り組みを行っている団体ですとかに出向いて、地域課題を見

つけて、高校生なりの地域課題の解決であるとか、そういったことに取り組むこと
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に対して、高知大学の先生と学生が須崎市に来ていただいて、その授業の支援をし

ていただけると、そういったことによる大学の先生の人件費でありますとか学生の

送迎に係る費用等についての予算となっております。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝先ほど環境整備の事業費が３００万円、大学生等々の、それをほんなら、

学校の先生の謝金であったり、高知大学との契約の中で、最近、大学もビジネスに

なってるので、総務費まで取られるぐらい高知大学もシビアな経営しているので、

そういった経緯として３００万円ということですか。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝今まで、これまでもてくテックすさきとかいろいろお

手伝いをいただいてる中で、高知大学に。例えば須崎市の高校生も含めてサポート

がしやすいように、例えばサテライト教室じゃありませんけれど、高知大学生が須

崎に拠点をつくれば、いろんな支援の活動がしていただきやすくなるのではないか

ということで、まだ場所等は決まっておりませんけど、このように３００万円とい

う費用を計上しております。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝遠慮せずに全然言っていただいて構わんと思いますが、計画であると思

いますので、構想、どこら辺。例えば大漁食堂の一部、そういったふうにしたいな

とか、ちょっとその辺、計画があってのことだと思うので、思いを示して、それが

Ａ案、Ｂ案、Ｃ案、どう変わるか分からんですけれど、その拠点のサテライトスペ

ースとして、どういうふうなところを思われちゅうのか、お聞きしたいです。 

○海地委員長＝暫時の間、休憩いたします。 

 

午前１１時４１分 休憩 

午前１１時４１分 再開 

 

○海地委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝てくテックすさきとかいろいろお手伝いいただいてる

中で、場所については、大学生がより効果的に支援ができるように、場所も含めて

今後、大学のほうと協議しながら進めていきたいと思っています。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかに。ございませんか。ほかにないようなので、

採決いたしたいと思いますが、豊島さん。 

○豊島委員＝採決に入る前に、私、海のまちプロジェクトの高知銀行を活用する事業

費につきましては、基本的に寄附金もいただいて、こういうことをやるということ

について頭から反対するというものではないのすけれども、しかし、あまりにも詳

細が分かってない中で、この予算に、本当に賛成をするということができませんと
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いうことを１点申し上げておきます。 

 それともう一つは、１０ページのマイナポイントによる消費活性化事業費のこの

予算につきましても、もう一貫して、本当にこれを健康保険証、こうやってマイナ

ポイントつけてですよね、何となく２万円もらえるよみたいなイメージを持たせて、

なかなかそこに２万円を取得するためには相当なハードルをクリアしないといけな

い、そういういろんな状況の中で、どんどんどんどん抜き差しならないような社会

をつくっていくというこのマイナンバーカードに関する制度については、もう本当、

一貫して反対をしていっておりますので、そういう意味でこの予算に、この市議案

第５３号に関しては賛成はできません。 

○海地委員長＝ほかにありませんか。よろしいですか。 

 御異議がありますので、挙手により採決いたしたいと思いますが、審議の中で、

この市議案第５３号、海のまちプロジェクト推進事業費更正につきまして、もう少

し詳細のことが分からないとなかなか賛同もしにくいが、これから全協などを通じ

て決まり次第、適宜、議員に報告するというふうなことを申しつけておきたいと思

いますし、特に錦湯、また駐車場の問題、仮称大漁食堂の問題等々含めまして、迅

速に結論も出して、スピード感を持てお願いしたいということを含めてまして採決

のほうに行きたいと思いますので、よろしいですか。 

  〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○海地委員長＝挙手多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  陳情第２９号 女性トイレの維持及びその安心安全の確保について 

 

○海地委員長＝続きまして、今回受理いたしました陳情の審査に入ります。 

 既に陳情文書表をお配りしておりますので、陳情書の朗読は省略いたします。 

 陳情第２９号女性トイレの維持及びその安心安全の確保についてを議題といたし

ます。 

 委員の皆さんの御意見をお伺いいたします。豊島さん。 

○豊島委員＝この陳情については、採択をしたらいいと思います。 

○海地委員長＝いいですか。松田さん。 

○松田委員＝同じです。採択をする側としての意見ではあります。今、当然男子     

でも女性と一緒になったら気を遣う部分も十分ありますので、この法律、規制、そ
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ういったことに関しては、しっかりと須崎市内の公共のトイレもしっかりとしてい

ってもらいたいし、まだまだ公民館等々では男女が一緒になっているので、こうい

った陳情も含めて意見書を提出するに当たっても、須崎市側も同時に配慮していっ

ていただきたい事案でもありますので、これは採択、ぜひしていっていただきたい

と思います。 

○海地委員長＝ほかにございませんか。皆さんよろしいですか、これで。ないようで

すので、陳情第２９号を採決いたします。 

 本陳情を採択とすることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本陳情は、採択すべきものと決しま

した。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  陳情第３０号 国民の祝日「海の日」を７月２０日に固定化する意見 

書の提出を求める陳情 

 

○海地委員長＝続きまして、陳情第３０号国民の祝日「海の日」を７月２０日に固定

化する意見書の提出を求める陳情を議題といたします。 

 委員の皆さんの御意見をお伺いいたします。松田さん。 

○松田委員＝祝日が非常に多いので、企業経営者は大変困る部分はあるんかと思いま

すが、祝日が増えるという点では少し疑問に思う点はありますけれども、この海の

日、特に須崎市は海のプロジェクトもやっていることもあり、海に関わる産業で発

展してきた経緯も、須崎港を有したまちとしてぜひこれは採択する意見書であり、

また、陳情書のほうの内容も適切だと思います。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝私は、この陳情書を採択することについてちょっと異議があります。 

 これは要するにハッピーマンデーをどうするかということだと思うのですけれど

も、最初は、私たちは、祝日が、海の日に限らずに国民の祝日が固定化しておった

わけですよね。それが政府の意向でハッピーマンデーというふうなことで変えてき

たわけですよね。あんまりそこで国民がいろいろ意見も出てたわけではない。連休

を、連続して休もうっていうことを増やそうというふうなことで取ってきた対策だ

と思うのですよ。そういうことと今度、その７月２０日だけを元のように戻してく

ださいっていう、このことについては提出をしているところですよね。海事振興連

盟のところ、ほかのちょっと資料を見てみたら、たくさんの国会議員の皆さん方が

名前を連ねているわけですよ。それならば、ちゃんと、この日だけじゃなくって全
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部を元に戻すみたいなことを議論をしてもらいたいなというようなことで、この日

だけを元に戻すというふうなことについては、これ陳情してきた皆さん方も、自分

たちがやられてること、矛盾があるのではありませんかというような意見も申し上

げたいのですけど、どっちかにはっきりしてほしいなというふうに思います。この

日だけをこういうことして、あとの祝日はどうするのっていうようなこともあって

ですよ、何かこれを採択することについては異議があります。 

○海地委員長＝暫時の間、休憩します。 

 

午前１１時５０分 休憩 

午前１１時５３分 再開 

 

○海地委員長＝休憩前に引き続き会議を始めます。 

 ほかにございませんか。それでは、両方、採択、不採択の意見がございますので、

継続はなしにしまして、陳情第３０号を挙手により採決をいたします。 

 本陳情を採択とすることの賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○海地委員長＝挙手多数であります。よって、本陳情は、採択すべきものと決しまし

た。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  陳情第３１号 「会計年度任用職員の処遇改善にむけた法改正と雇用 

安定に関する意見書」採択を求める陳情 

 

○海地委員長＝続きまして、陳情第３１号「会計年度任用職員の処遇改善にむけた法

改正と雇用安定に関する意見書」採択を求める陳情を議題といたします。委員の皆

さんの御意見をお伺いいたします。大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝これはもう陳情書のとおり、私は採択でお願いしたいと思います。 

○海地委員長＝髙橋さん。 

○髙橋（立）委員＝私も採択するべきだと思います。なかなかちょっと読みようによ

っては、何ていうか、ハードルの高いようなことが、特に行政には感じられると思

うのですが、ただ、やっぱり超々基本的なところの同一労働同一賃金とか、そうい

ったことも含めて、もう今や与野党関係なく、そのことを唱えられる中で、やっぱ

り現実としての矛盾が随分あるんじゃないかというふうなことも含めて、その端緒

に就けるべく、この陳情書を賛成したいと思います。 

○海地委員長＝ほかにございませんか。それでは、ないようですので、陳情第３１号
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を採決いたします。 

 本陳情を採択とすることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本陳情は、採択すべきものと決しま

した。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  陳情第３２号 「地方財政の充実・強化を求める意見書」採択を求め 

る陳情 

 

○海地委員長＝続きまして、陳情第３２号「地方財政の充実・強化を求める意見書」

採択を求める陳情を議題といたします。 

 委員の皆さんの御意見をお伺いいたします。髙橋さん。 

○髙橋（立）委員＝この陳情、大体、毎年６月定例会に提出されておりますが、変わ

ってない部分と若干表現について変わった部分があるかと思われますが、おおむね

賛同するものでして、私は採択すべきものと。 

○海地委員長＝ほかに。よろしいですか。ないようですので、陳情第３２号を採決い

たします。本陳情を採択とすることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本陳情は、採択すべきものと決しま

した。 

 なお、意見書議案の提出については、委員長が提出者、委員が賛成者となって提

出すること及び意見書案は委員長に一任されるということに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、そのようにさせていただきます。 

 以上、当委員会で審議すべき議案は終了いたしましたが、ほかに何かありません

か。よろしいですか。なければ、以上で総務委員会を散会いたします。 

 

＊～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～＊ 

○午前１１時５６分 散会 


